
第５１回　岡山県本部総会報告

　　　　　　　　　　２０1９年　７月６日　　守る会岡山県本部

１．開催日時　　　２０１９年　７月　６日（土）　１３時３０分～１５時００分

２．開催場所　　　岡山国際交流センター　５階「研修室」
　　　　 〒700-0026　岡山県岡山市北区奉還町２丁目２－１

３．出席者数 全体　４２名
内訳　 守る会会員　　３３名（内被害者　３３名）
その他　　 　　　　　　　 ９名（来賓            ３名）

    （協会職員　 　6名）

４．来　　　賓
①岡山県議会議員　氏平　みほ子

②岡山県救済対策委員長　吉崎　振起

③森永乳業㈱渉外部中国事務所長　市川元章

５．祝電・メッセージ
①岡山県知事　伊原木　隆太

②岡山県議会議長　蓮岡　靖之

③岡山市議会議長　浦上　雅彦
④ひかり協会理事長　前野　直道
⑤ひかり協会労働組合委員長　辻岡　孝司
⑥守る会全国本部理事長　桑田　正彦
⑦自由民主党岡山県支部連合会　天野　学
⑧日本共産党参議院議員　仁比　聡平
⑨日本共産党前衆議院議員　大平　喜信

６．新役員
委員長　　　森脇良明
副委員長　　入江　弘（全国常任理事兼務）、真田博美（財政担当兼務）、吉田康子（ふれあ

　 い活動）
事務局長　　春木範子
常任委員　　岡　孝治（全国四役兼務）、平松邦夫、徳田和夫、牛房紀晃、新谷　泉、

     桝谷多加代
幹　　事　　中村　久、田辺綾子

７．議案に対しての主な質問・意見、答弁の内容

（発言なし）

８．主な活動方針での提案
　2019年度活動方針（案）では、災害発生時重い障害のある被害者を各自治体が災害時要支援者名簿に
掲載し、消防団他自主防災組織による避難誘導を行ってもらうことを、協会を通じ各自治体に依頼する。

今年1月に厚労省から示された事務連絡「（公財）ひかり協会による障害のある森永ひ素ミルク中毒被
害者への適切なサービス提供に向けた取り組みに対する協力（依頼）」により６５歳問題を解決する大き
な成果が得られた。

9．議事終了後、回答不要な要望事項
　　　①障害のある被害者の皆さんの防災の取り組み(平松代議員から）

　  昨年の豪雨災害で大勢の方が逃げ遅れて命を落としたり、大変なめに合われた。　障害のある被害者
　が地域に住んでおられた場合、災害時に取り残される事のないために、誰にどう手助けしてもらうの
　かという事を一人ひとり具体的に明らかにして、できるだけ早いうちに協会と障害のある被害者が話
　し合ってもらうよう協会に要請してもらいたい。
②６５歳問題について(平松代議員から）
　障害のある被害者が65歳になった時に、障害者自立支援法のサービスから介護保険法のサービスに移
　行する事が基本原則になっており、今までは機械的になされてきて、いろんな問題が発生してきたが、
　岡山市の浅田達雄さんが岡山市を相手に損害賠償請求をして勝訴した。（浅田さんは６５歳になった
　時に介護保険の請求をしなかった。そして、65歳になってからも自立支援法の福祉サービスがそのま
　ま提供されると思って日々過ごしていたが、急にヘルパーが来なくなった。岡山市は65歳になったか
　ら、介護保険の申請をしているものと思っていた。障害者支援サービスの担当は、６５歳になったの
　だからサービスを打ち切ってしまった。浅田さんには、65歳以降一切のサービスが打ち切られてしま



　ったので、ボランティアの皆さんに協力をお願いし、身の回りのことの協力をしてもらっていた。そ
　の状況をみた岡山市も見かねてサービスを開始したが、岡山市の対応が不適切だったため、こういう
　不利益を被ったことから、サービスが不足した部分を岡山市を相手取って岡山地方裁判所に損害賠償
　請求をした。岡山市も全面的に闘ってきたが、浅田さんは生まれたときから障害を持っていて、行政
　から福祉サービスを受ける権利を持っているため、６５歳になってもそれを打ち切られる理由がない
　と主張し、裁判所は浅田さん勝訴の判決を出した。）
　　岡山市は控訴しなかったため、全国各自治体に波及し、多くの自治体が介護保険の優先適用を見合
　わせるという動きにつながってきた。私たちも同じ岡山人として浅田さんの取り組みに学んで、ちゃ
　んと障害福祉サービスを続けていくと言うことを障害のある被害者の皆さんに伝えて理解してもらう
　事が大切だと思います。　協会にも協力を得て、障害を持つ被害者が対応する自治体には65歳になる
　前から余裕を持って障害福祉サービスの継続利用について要請するよう伝えて欲しい。
③介護タクシー、一般タクシー利用代金の援助について（岡本代議員から）
　　全国総会で同じような要望が出ていたが、被害者が高齢になり運転免許証の返納を行うような年代
　になと介護タクシー、一般タクシーの利用が必要になってくると思います。　障害を持つ被害者でな
　くても高齢になり歩行困難になるなど、介護タクシー、一般タクシーを使用しなければならない場合
　は協会からの費用援助が受けられよう要望を守る会本部に上げて欲しいと思います。


